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令和７年 第２回忠岡町議会定例会会議録（第３日） 

 

 令和７年６月３０日午前１０時、第２回忠岡町議会定例会を忠岡町議会議事堂に招集し

た。 

１．出席議員は、次のとおりであります。 

   １番 河瀬 成利議員   ２番 今奈良幸子議員   ３番 北村  孝議員 

   ４番 小島みゆき議員   ５番 河野 隆子議員   ６番 高迫 照子議員 

   ７番 森野 良一議員   ８番 田辺 みき議員   ９番 前川 和也議員 

   10番 尾﨑 孝子議員   11番 二家本英生議員 

 

１．欠席議員は、次のとおりであります。 

   なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により、本会議に出席を求めた者は、次のとおりであり

ます。 

  町  長        是枝 綾子   教 育 長        大塚  孝 

  町長公室長       立花 武彦   町長公室次長兼秘書人事課長 

  産業住民部長      新城 正俊               中定 昭博 

  産業住民部次長兼生活環境課長      産業住民部次長兼住民人権課長 

              小倉由紀夫               谷野 彰俊 

  健康福祉部長      二重 幸生   健康福祉部次長兼保険課長 

  教育部長        柏原 憲一               大谷 貴利 

  教育部理事兼学校教育課長        消 防 長        岸田 健二 

              石本 秀樹   消防次長兼予防課長   下川 浩幸 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   南  智樹 

  事務局係長  酒井 宇紀 
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 （会議の顚末） 

議長（前川 和也議長） 

 おはようございます。 

 本日の出席議員は全員出席でありますので、会議は成立しております。 

 

議長（前川 和也議長） 

 ただいまより会議を開きます。 

（「午前１０時００分」再開） 

 

議長（前川 和也議長） 

 まず、本日の議事日程を事務局長より報告させます。 

議会事務局（南 智樹事務局長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 南議会事務局長。 

議会事務局（南 智樹事務局長） 

 令和７年第２回忠岡町議会定例会議事日程（３日目）について、ご報告申し上げます。 

日程第１ 報告第 ３号 令和６年度繰越明許費繰越計算書の報告について（一般会計） 

日程第２ 議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて（町税条例の一部改正） 

日程第３ 議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて 

            （令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第２号）） 

日程第４ 議案第３０号 専決処分の承認を求めることについて 

            （令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第３号）） 

日程第５ 議案第３１号 忠岡町公平委員会委員の選任について 

日程第６ 議案第３２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第７ 議案第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第８ 議案第３４号 物品購入契約締結について 

            （忠岡町立小中学校教育用コンピュータ整備事業） 

日程第９ 議案第３５号 忠岡町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び忠岡町 

            職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第10 議案第３６号 忠岡町職員旅費条例の一部改正について 

日程第11 議案第３７号 令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第12 議案第３８号 令和７年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 以上のとおりでございます。 
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議長（前川 和也議長） 

 日程第１、報告第３号 令和６年度繰越明許費繰越計算書の報告について（一般会計）

を議題といたします。 

 本件についての報告を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 是枝町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 報告第３号、令和６年度繰越明許費繰越計算書の報告につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 本件は、令和６年度一般会計補正予算において計上いたしました大阪・関西万博子ども

招待事業委託、避難所環境改善整備事業、住民税非課税世帯支援給付金事業、忠岡東１丁

目ほか雨水排水検討業務委託、東忠岡小学校屋内運動場防水改修事業、町立小・中学校屋

内運動場空調整備工事実施設計事業について、令和６年度内に事業が完了しなかったた

め、翌年度へ繰越しいたしましたが、今般、繰越明許費が確定したことにより繰越明許費

繰越計算書を報告する次第であります。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 報告は以上のとおりです。 

 この件について質疑を受けます。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これをもって報告第３号 令和６年度繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わりま

す。 

 

議長（前川 和也議長） 

 日程第２、議案第２８号 専決処分の承認を求めることについてを、議題といたしま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 
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町長（是枝 綾子町長） 

 議案第２８号、専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。 

 本件は、地方税法の一部改正等に伴い、大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固

定資産税の減額の手続の追加、二輪車の車両区分の見直しや軽自動車税種別割の減免規定

において、運転免許証の提示の定めがあるため、個人番号カードと一体化した運転免許

証、いわゆるマイナ免許証に対応するなど、所要の改正を行うため、令和７年３月３１日

付をもって専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

 どうぞよろしくご承認のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議はございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な し） 

議長（前川 和也議長） 

 なきようですので、討論を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて（町税条例の一部改

正）を、採決いたします。 

 原案のとおり承認することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 
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議長（前川 和也議長） 

 続きまして、日程第３、議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（令和７

年度忠岡町一般会計補正予算（第２号））を、議題といたします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第２９号、専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。 

 今般、専決処分いたしましたのは、令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第２号）で、

４月３日付をもって処分した次第であります。 

 今回の補正予算は２，２６６万６，０００円で、これを補正することにより予算総額は

８２億１，８４９万円となります。 

 歳入につきましては、第１８款 繰入金で、財政調整基金繰入金の計上であります。歳

出につきましては、町長選挙及び町議会議員補欠選挙関連経費の計上であります。 

 どうぞよろしくご承認のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりでございました。 

 これよりご質疑をお受けいたします。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な し） 
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議長（前川 和也議長） 

 なきようですので、討論を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度忠岡町一

般会計補正予算（第２号））を採決いたします。 

 原案のとおり承認することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり承認することに、決定をいたしました。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第４、議案第３０号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度忠岡

町一般会計補正予算（第３号））を、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３０号、専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。 

 今般、専決処分いたしましたのは、令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第３号）で、

６月６日付をもって処分した次第であります。 

 今回の補正予算は８，８６５万２，０００円で、これを補正することにより予算総額は

８３億７１４万２，０００円となります。 

 歳入につきましては、第１４款 国庫支出金で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金の計上であります。歳出につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

活用事業関連経費の計上であります。 

 どうぞよろしくご承認のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これよりご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 
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 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な し） 

議長（前川 和也議長） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、議案第３０号、専決処分の承認を求めることについて（令和７年度忠岡町一

般会計補正予算（第３号））を、採決いたします。 

 原案のとおり承認することにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、本件は原案のとおり承認することに、決定をいたしました。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第５、議案第３１号 忠岡町公平委員会委員の選任についてを、議題といたし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３１号、忠岡町公平委員会委員の選任につきまして、ご説明申し上げます。 

 本町公平委員会委員、岩崎幸志氏は、令和７年７月３１日をもって任期満了となります

ので、引き続き同委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。同氏

は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、ご賛同賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 



8 

 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な し） 

議長（前川 和也議長） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、議案第３１号 忠岡町公平委員会委員の選任について、採決いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定をいたしました。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第６、議案第３２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

を、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、ご説明申し
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上げます。 

 本町人権擁護委員、𠮷田幸代氏は、令和６年６月３０日をもって任期満了となっている

ことから、その後任として、松本恵理子氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるもので

ございます。同氏は、人格、識見ともに優れ、広く社会実情に精通し、適任者と思われま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議はあり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な し） 

議長（前川 和也議長） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、議案第３２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決

いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定をいたしました。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第７、議案第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
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を、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３３号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、ご説明申し

上げます。 

 本町人権擁護委員、岡澤和彦氏は、令和７年１２月３１日をもって任期満了となること

から、その後任として、森田悦子氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでござい

ます。同氏は、人格、識見ともに優れ、広く社会実情に精通し、適任者と思われますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これよりご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な し） 

議長（前川 和也議長） 

 なきようですので、討論を終結いたします。 

議長（前川 和也議長） 

 これより、議案第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決

いたします。 
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 原案のとおり同意することにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定いたしました。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第８、議案第３４号 物品購入契約締結について（忠岡町立小中学校教育用コ

ンピュータ整備事業）を、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３４号、物品購入契約締結につきまして、ご説明申し上げます。 

 本件は、忠岡町立小中学校教育用コンピュータ整備事業として、児童生徒用１人１台端

末等を購入するに当たり、大阪府公立学校情報機器共同調達協議会において、一般競争入

札を行った結果、令和７年度大阪府ＧＩＧＡスクール（ＷｉｎｄｏｗｓＯＳ）共同企業体

の代表構成員であります日本電通株式会社と物品購入契約を締結いたしたく、地方自治法

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けいたします。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第３４号 物品購入契約締結について（忠岡町立小中学校教育用コンピュータ整備

事業）は、会議規則第３９条第１項の規定により、福祉文教常任委員会に付託をいたしま

す。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第９、議案第３５号 忠岡町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び

忠岡町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを、議題といたします。 
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 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３５号、忠岡町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び忠岡町職員の育

児休業等に関する条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 

 本件は、令和７年１０月１日施行の地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴

い、育児時間の取得パターンの多様化及び出産・育児をする申出のあった職員への制度周

知、また意向確認することについて規定する改正を行うものであります。 

 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

議長（前川 和也議長） 

 これより大綱的質疑をお受けいたします。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 質疑なしと認めます。これにて大綱的質疑を終わります。 

 議案第３５号 忠岡町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び忠岡町職員の育

児休業等に関する条例の一部改正については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務事業常任委員会に付託をいたします。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第１０、議案第３６号、忠岡町職員旅費条例の一部改正についてを、議題とい

たします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３６号、忠岡町職員旅費条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 

 本件は、令和７年４月１日施行の国家公務員等の旅費に関する法律の改正において、国

家公務員の旅費に関して、現在の社会情勢に鑑み、移動、宿泊にかかる実勢価格との乖離
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の解消や支出方法等について、現在の社会事情に合わせた措置が行われたことから、本条

例について改正を行うものであります。 

 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けいたします。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第３６号、忠岡町職員旅費条例の一部改正については、会議規則第３９条第１項の

規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（前川 和也議長） 

 次、日程第１１、議案第３７号 令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第４号）につい

てを、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３７号、令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明申

し上げます。 

 今回の補正予算額は１，１３９万９，０００円で、これを追加することにより、予算総

額は８３億１，８５４万１，０００円となります。 

 歳入につきましては、第１４款 国庫支出金で、住宅・建築物耐震改修等事業補助金の

計上。第１５款 府支出金で、大阪府震災対策推進補助金の計上。第１８款 繰入金で、

財政調整基金繰入金の計上。第２０款 諸収入で、コミュニティ助成事業補助金の計上。

第２１款 町債で、防災対策設備等整備事業債の計上。 

 次に、歳出につきましては、第１款 議会費で、町議会議員改選に係る経費の計上。第

２款 総務費で、Ｊアラート受信機更新業務委託料の計上、防災資機材等購入費の計上、

既存民間建築物耐震改修補助金の計上、各種証明書等コンビニ発行手数料の計上。第６款 

農林水産業費で、忠岡町貸菜園現状復旧工事の計上であります。 

 次に、地方債の補正につきましては、防災対策設備等整備事業債において限度額を３０

０万円追加するものであります。 
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 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けいたします。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 質疑なしと認めます。これにて大綱的質疑を終わります。 

 議案第３７号 令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第４号）については、会議規則第

３９条第１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（前川 和也議長） 

 日程第１２、議案第３８号 令和７年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

  (第１号）についてを、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議長。 

議長（前川 和也議長） 

 町長。 

町長（是枝 綾子町長） 

 議案第３８号、令和７年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に

つきまして、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算額は４０万７，０００円の追加で、これを補正することにより予算総額

は１７億７，７６３万９，０００円となります。 

 歳入につきましては、第４款 府支出金で、特別調整交付金４０万７，０００円の計上

であります。 

 歳出につきましては、第１款 総務費で、国民健康保険システム改修委託料４０万７，

０００円の計上であります。 

 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（前川 和也議長） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けいたします。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（前川 和也議長） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第３８号 令和７年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に
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ついては、会議規則第３９条第１項の規定により、福祉文教常任委員会に付託をいたしま

す。 

議長（前川 和也議長） 

 以上で、本日の日程は全て議了いたしました。 

 次回の会議は７月１５日１０時から開きます。本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（「午前１０時２７分」散会） 


